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　就職や退職などによる国民健康保険(国保)の加入や脱退には、届け出が必要
です。異動のあった日から14日以内に手続きを済ませてください。

就職・退職・転入など14日以内に届け出を

国民健康保険の加入・脱退手続きについて

1002212

届け出が必要なとき 手続きに必要なもの

加
入
（
※
１
）

他の市町村から転入 転出証明書

世帯主と対象者全員のマイ
ナンバーカード、またはマ
イナンバーが分かるものと
本人確認書類

※本人確認書類は、運転免
許証、パスポート、身体障
害者手帳、療育手帳、在留
カードです。これ以外のも
のは、国保年金課へ事前に
確認が必要です

職場の健康保険を脱退、
またはその扶養家族から
外れた

社会保険離脱証明書

子どもが生まれた 母子健康手帳

脱
退
（
※
１
）

他の市町村に転出 資格確認書など（※ 3）

職場の健康保険に加入、
またはその扶養家族に
なった

資格確認書など（※ 3）
加入した保険の資格
確認書など（※ 3）

死亡 資格確認書など（※ 3）

そ
の
他

住所、世帯主、氏名など
の変更

世帯全員の資格確認
書など（※ 3）

修学のため別に住所を定
める（※２）

資格確認書など（※ 3）
在学証明書

資格確認書などを
紛失・破損 本人確認書類

問合 国保年金課国保係☎内線3134

◆ 資格確認書
資格確認書の有効期限は7月31
日（金）です。8月から有効の「資
格確認書」または「資格情報の
お知らせ」を、7月中に郵送します。新たに75歳になる人
は、誕生日の前月までに郵送します。
◆ 任意記載事項
資格確認書に限度額などの適用区分を併記できま
す。記載事項は、主に一部負担金の①限度額区分②
長期入院年月日③特定疾病区分など3項目です。併記
が必要な人は、申請手続きを行ってください。
◆ 高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がい
る場合、毎年８月から翌年７月末までの医療保険と介護
保険の自己負担額を合算し、世帯の限度額を超えた分
が高額介護合算療養費として支給されます。支給対象
になった場合は、申請の案内を通知します。
問合 国保年金課医療年金係☎内線3132

資格確認書は7/31まで有効

後期高齢者医療制度について

1006494

※ 1
届け出が遅れても、国保税は職場
の健康保険を脱退した日までさかの
ぼって納める必要があります

※ 2
修学のために市外に転出する学生
で、転出先で学生生活を営むための
費用を親元からの支援により賄う場
合は、市の国保に加入することがで
きる特例がありますので届け出てくだ
さい。毎年 4 月に更新の手続きが必
要です。学生でなくなった場合は速
やかに届け出てください

※３
資格確認書または資格情報のお知
らせ

　国の方針により、4月1日から肺炎球菌
に使用するワクチンが変更になり、より幅
広い予防効果が期待されています。4月1
日以降に接種する人は、自己負担額が
増加します。令和7年度以前にお送りして
いる予診票は、８年度以降も継続して使
用できます。

４月１日から 3月31日まで
使
用
ワ
ク
チ
ン

20 価肺炎球菌
結合型ワクチン

〈商品名〉
プレベナー 20

23 価肺炎球菌
莢膜ポリサッカライ
ドワクチン

〈商品名〉
ニューモバックス NP

自
己
負
担
額

(  )

は
市
助
成
額

4,000 円
（8,000 円程度）

3,000 円
（6,000 円程度）

問合 健康課予防係☎内線3163

4月からワクチン変更へ

高齢者用の肺炎球菌定期接種

1002297

7 広報ぬまた  2026. 3

　転出や転入、転居などの住所の異動届は、国民健康
保険や国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる
大切な手続きです。入学、就職、転勤などにより市外
へ転出する場合は、転出予定日が決まりましたら、早め
に転出届を提出してください。市内での住所異動や市
外から本市へ住所を異動する人は、新住所に住み始め
てから14日以内に手続きを済ませてください。
◆ 手続きに必要なもの 
免許証などの本人確認書類/マイナンバーカード（お持
ちの人）/印鑑登録証（印鑑登録者で転出の場合）/国
民健康保険の資格確認書（該当者）など
◆ 転出届はオンラインでも届け出できます
対象 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ち
で、日本国内での引っ越しをする人
※転入時はマイナンバーカードと転出届出
時に使用した暗証番号（4桁と6桁以上の
2種類）が必要です。詳細は右記QRコード
でご確認ください

届け出は14日以内に　3/29に休日窓口を開設

引っ越しの際は住所異動の手続きをお忘れなく

◆ 休日窓口を開設します
とき 3月29日(日)午前9時～午後1時
ところ 市民課（テラス沼田3階）
取扱業務 住所異動、市民課で発行する各種証明、マイ
ナンバーカード関連業務
※パスポート、国保・年金業務は、取り扱いできません
※戸籍の届け出は預かりのみ
※マイナンバーカードの交付場所が、白沢・利根地区コ
ミュニティセンターで、休日窓口での受け取りを希望す
る人は、3月24日（火）までに市民課へ連絡してください
◆ 証明書のコンビニ交付サービス
マイナンバーカードをお持ちの人は、住民票の写しや印
鑑登録証明書などをコンビニエンスストアに設置されて
いるマルチコピー機から取得できます。窓
口の手数料より50円割り引きになります。
問合 市民課市民窓口係☎内線3003・3004・
3008 コンビニ交付

家電リサイクル法対象機器の処分
「これってどうやって捨てるの」と
迷いやすい大型家電。エアコンや
テレビなどの４品目は、家電リサイ
クル法により処分方法が決められ
ています。

◆ 対象４品目
エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ
式)、冷蔵(凍)庫、洗濯機・衣類乾燥機
◆ 処理方法（リサイクル料金の支払いが必要)
・購入した、または買い替えする販売店に依頼
・家電リサイクル法で定められた指定引取場所に直
接持ち込む
・自分で運べない場合は、郵便局で家電リサイクル
券を購入し、市の許可を受けた収集運搬業者（家庭
ごみ収集カレンダーに記載）へ依頼
◆ 指定引取場所
ウブカタ資源㈱/横塚町85-1☎ 22-5555

引っ越しに伴うごみの処理
通常の家庭ごみとは異なる処
分方法が必要になる場合があ
るので、適正に処分しましょう。
ごみの減量化に向けて、使用で
きるものは活用しましょう。

◆ 処理方法
処理施設に直接搬入。自分で運べない場合は、市
の許可を受けた収集運搬業者(家庭ごみ収集カレン
ダーに記載)に依頼
◆ 持ち込み場所
燃やせるごみ：可燃性粗大ごみ(木製家具、布団など)
は沼田市外二箇村清掃施設組合清掃工場(白岩町
226☎23-1009)へ。金属部分は取り除いてください
燃やせないごみ：不燃性粗大ごみ(金属、硬質プラ
スチック製品、家電リサイクル法対象４品目を除く家
電製品など)は沼田市一般廃棄物最終処分場(上川
田町字日影地内☎23-8599)へ

対象機器や処分方法を確認しましょう

家電リサイクルと引っ越しに伴うごみの処理

オンライン届出
デジタル庁 HP

問合 環境課廃棄物係☎内線3073・3074

→


